
 

Ⅴ 健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

（１）概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、生物テロに使用され 

る恐れのある病原体及び毒素（以下病原体等）については、病原性や国民への生命及び健康 

に与える影響等に応じて一種から四種に分類され、病原体等の所持等に係る基準を設けてい 

ます。 

東北厚生局では、管内の三種病原体等の所持者からの届出業務及び三種病原体等所持施設

への立入検査による基準の遵守状況の確認業務を行っています。 

 

（２）実績                                 （単位：件） 

 

 

 

 

 

（１）概要 

児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）に基づく児童扶養手当は、父又は母と生計を同じ

くしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度で

あり、児童扶養手当支給事務は、都道府県及び市区町村が行っています。 

東北厚生局では、管内の都道府県及び市町村に対し、児童扶養手当制度の円滑な実施を図

ることを目的に、児童扶養手当支給事務に関する指導（技術的助言）を行っています。 

 

（２）実績                                 （単位：件） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

三種病原体等所持届

出書の受理 
0 0 0 0 0 

三種病原体等所持届

出変更届出書の受理 
 3 1 3 1 1 

三種病原体等輸入届

出書の受理 
0 0 0 0 0 

三種病原体等所持施

設への立入検査 
1 2 2 1 2 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

指導自治体数 11 11 12 8 6 

健康福祉課は、地域の皆様が安心して暮らすための健康福祉サービスが提供されるよう、

補助金の交付等を通じて生活環境や社会福祉基盤の整備に取り組んでいます。 

また、栄養士、介護福祉士等の資格取得を目指す方を養成する施設の指定及び指導監督業

務を行っています。 

１ 感染症法に基づく病原体等の管理等に関する業務 

２ 児童扶養手当支給事務に関する都道府県及び市町村の指導（技術的助言）に関する業務 
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（１）概要 

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、中核市の長を含む）の

推薦によって厚生労働大臣が委嘱し、福祉事務所等関係行政機関に対する協力事務等を行っ

ている民間の奉仕者です。住民の福祉の増進に努めることを任務とし、要保護者の保護指導、

地域住民の生活状況の把握、福祉施設の業務への協力などを行っています。 

児童委員は、児童福祉法の規定により民生委員をもって充てられています。児童及び妊産

婦の福祉の増進に努めることを任務とし、児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助・

指導を行い、児童福祉司や社会福祉主事の行う職務への協力などを行っています。 

また、主任児童委員は、児童委員のうちから厚生労働大臣によって指名され、児童委員の

職務について関係機関と児童委員との連絡調整並びに児童委員の活動に対する援助及び協

力を行っています。 

東北厚生局では、管内の民生委員・児童委員の委嘱及び解嘱、主任児童委員の指名並びに

表彰に関する業務を行っています。 

 

（２）実績                                （単位：件） 

 

（３）民生委員・児童委員委嘱者数〔令和２年３月31日現在〕           （単位：人） 

県・市名 
委 嘱 者 数 

県・市名 
委 嘱 者 数 

 うち主任児童委員  うち主任児童委員 

青森県 2,129 175 八戸市 491 42 

岩手県 3,065 296 盛岡市 584 56 

宮城県 2,942 228 秋田市 677 69 

秋田県 2,587 243 山形市 483 60 

山形県 2,350 217 福島市 583 50 

福島県 2,905 278 郡山市 604 68 

仙台市 1,516 124 いわき市 647 63 

青森市 627 65 合計 22,190 2,034 

 

 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

民生委員児童委員委嘱 419  20,470 442 408 20,350 

民生委員児童委員解嘱 413  223 352 390 270 

主任児童委員指名 52  2,055 47 44 2,050 

主任児童委員指名解除 33  18 31 42 17 

感謝状の授与 165  4,778 148 155 4,898 

厚生労働大臣表彰個人 29  30 34 31 35 

厚生労働大臣表彰団体 5 4 4 4 4 

厚生労働大臣特別表彰 20  636 23 20 679 

３ 民生委員・児童委員の委嘱・解嘱及び主任児童委員の指名並びに表彰業務 
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（１）概要 

生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正化）は、都道府県、指定都市及び中核市に対し

て、①自立支援医療の適用状況に関すること、②向精神薬重複処方の改善状況に関すること、

③指定医療機関に対する指導等の実施状況に関することを中心に実施しています。 

東北厚生局では、管内の県、指定都市及び中核市に対し指導監査を行っています。 

 

（２）実績 

令和元年度は、東北管内６県、１指定都市及び８中核市に対し、指導監査を実施しました。 

 

 

 

 

 

（１）概要  

生活保護法に基づく指定医療機関に対する指導業務があります。また、生活保護の医療扶

助運営要領に基づき、国（地方厚生局）と地方自治体による共同指導を実施しております。 

東北厚生局では、管内の生活保護法に規定する指定医療機関に対し、国（地方厚生局）と

地方自治体による共同指導を実施しています。 

 

（２）実績 

令和元年度は、福島県と共同で１指定医療機関に対する指導を実施しました。 

 

 

 

 

 

（１）概要 

生活保護は、生活保護法に基づき生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ必要

な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と

しています。 

その方法には、日常生活の需要を満たすための生活扶助をはじめとする居宅保護や、身体

上又は精神上著しい障害があるため、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生

活扶助を行うことを目的とした救護施設をはじめとする施設保護があります。 

保護施設に対する指導監査は、生活保護法の規定に基づき、保護施設の適正な運営の確保

を図ることを目的として行っています。 

東北厚生局では、管内の都道府県、指定都市又は中核市が設置した保護施設に対し、概ね

４年に１回実地による監査を実施しています。 

（「保護施設一覧」は参考資料２（１）参照） 

 

（２）実績 

令和元年度は、１施設に対する指導を実施しました。 

 

４ 生活保護の医療扶助の適正実施に関する指導監査に関する業務 

６ 保護施設に対する指導監査に関する業務 

５ 生活保護法指定医療機関に対する指導に関する業務 
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（１）概要 

生活保護法に基づく医療扶助のための医療を担当する機関又は介護扶助のための介護を

担当する機関は、病院、診療所、薬局、介護施設等の開設者からの申請により指定していま

す。 

東北厚生局では、管内に所在する国が開設した医療機関及び介護機関に係る指定、指定更

新、指定の取消、及び廃止・辞退、変更届の受理に関する業務を行っています。 

（「生活保護指定医療機関一覧（東北厚生局管内で国が開設するもの）」は参考資料２（２－１）、 

「生活保護指定介護機関一覧（東北厚生局管内で国が開設するもの）」は参考資料２(２－２)参照） 

 

（２）実績                                 （単位：件） 

 

 

 

 

 

東北厚生局では、次の専門職種に就くための資格又は受験資格等を得るための管内の養成

施設等について、申請に基づく指定の事務、変更の承認等の事務を行うとともに、指定基準

に係る関係法令等の遵守状況を実地に確認する指導調査をはじめ、養成施設等に対する監督

等の業務を行っています。 

（「東北厚生局の所管する養成施設等一覧」は参考資料２（３）参照） 

  

（１）あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設 

① 資格の概要 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師

及びきゅう師等に関する法律に基づく資格であり、医師又はそれぞれの免許を受けた者で

なければ、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としてはならないとさ

れています。 

  

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

指定申請 13 0 0 0 2 

指定更新 2 3 21 0 0 

変更、廃止等届出

の受理 
2 25 3 9 10 

辞退の申出の受

理 
0 0 0 0 0 

指定の取消 0 0 0 0 0 

９ 各種養成施設の指定及び監督等に関する業務 

 
７ 生活保護法に基づく指定医療機関・指定介護機関の指定、監督等に関する業務 

８ 各種養成施設の指定及び監督等に関する業務 
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② 実績                                 （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

新規認定 0 0 0 0 0 

変更承認 0 1 1 0 0 

変更届出 0 1 0 1 0 

取消・廃止 0 0 0 0 0 

実地調査 0 1 1 0 0 

 

（２）管理栄養士養成施設 

① 資格の概要 

管理栄養士とは、栄養士法に基づく資格であり、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に

対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門

的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して

継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応

じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導

等を行うことを業とする者のことです。 

 

② 実績                                  （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

新規指定 0 0 0 0 0 

変更承認 1 1 3 2 0 

変更届出 2 2 0 0 4 

取消・廃止 0 0 0 0 0 

実地調査 1 0 1 0 0 

 

 

（３）栄養士養成施設 

① 資格の概要 

栄養士とは、栄養士法に基づく資格であり、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事す

ることを業とする者のことです。 

 

② 実績                                 （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

新規指定 0 0 0 0 0 

変更承認 3 2 11 3 4 

変更届出 0 4 5 1 6 

取消・廃止 1 0 0 0 0 

実地調査 1 4 5 5 5 
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（４）介護福祉士養成施設等 

① 資格の概要 

介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）に基づく資格

であり、同法第 42 条第１項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び

技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある

者に対し心身の状況に応じた介護を行い、その者及びその介護者に対して介護に関する指

導を行うことを業とする者のことです。 

 

② 実績 

（介護福祉士養成施設等）福祉系高等学校等含む                （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

新規指定 0 0 1 2 0 

変更承認 3 1 0 2 3 

変更届出 40 41 23 54 53 

取消・廃止 1 1 1 0 1 

実地調査 4 5 5 5 6 

 

（実務者研修）                                （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

新規指定 0 1 2 1 0 

変更承認 0 0 0 0  0 

変更届出 0 1 0 0 1 

 

 

 

 

 

（１）概要 

社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉に関する科目又は基礎科目を修了し、社会福

祉士又は介護福祉士の試験を受験しようとする者について、当該受験者の利便性に配慮し、

その修了した科目が基準を満たしているかどうかを個別に審査する手続きを省略できるよ

う、実習演習科目について、文部科学大臣及び厚生労働大臣による事前の確認を受けること

ができるようになっています。 

実習演習科目の確認を受けようとする者は、文部科学省及び厚生労働大臣に申請をするこ

とになっており、東北厚生局では、管内の当該実習科目の確認を行っています。 

  

９ 社会福祉に関する科目を定める省令第４条に規定する実習演習科目の確認に関する業務 
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（２）実績                                  （単位：件） 

 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30 年度 令和元年度 

実習演習科目の確

認 
2 0 0 0 0 

変更届 30 46 32 39 34 

確認の取消 0 0 1 1 1 

 

 

 

 

 

東北厚生局では、管内の社会福祉士及び介護福祉士養成施設等から届け出される各種講習会

の実施届書、変更届書、実施報告書等の受理を行っています。 

 

（１）介護技術講習等に係る実施の届出等の受理 

① 概要 

介護技術講習会を実施する場合は、実施届を提出し、各講習会終了後には実施報告書を 

提出することになっています。 

     東北厚生局では、管内の介護福祉士学校から提出される介護技術講習会の実施届、変更

届、実施報告書及び修了者名簿等の受理を行っています。 

    

② 実績 

令和元年度の介護技術講習会実施届等受理の実績はありません。 

 

（２）社会福祉士実習演習担当教員講習会等の実施届の受理 

    ① 概要 

     社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員等は、厚生

労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の受講が必要な場合があります。 

     また、社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高校又は福祉系大学における

実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習指導者講習会の受講が

必要な場合があります。 

     講習会を実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

東北厚生局では、当該講習会の実施届出等の受理を行っています。 

 

   ② 実績等 

令和元年度は、社会福祉士実習指導者講習会実施届を６件受理しています。 

また、介護福祉実習指導者講習会実施届を３件受理しています。 

 

（３）実務者研修教員講習会の実施届等の受理 

    ① 概要 

 介護福祉士実務者養成施設において、教務に関する主任者となる教員及び介護課程Ⅲを

10 各種講習会に関する業務 
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教授する教員は、厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の修了が必要な場合があ

ります。講習会を実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

東北厚生局では、当該講習会の実施届出等の受理業務を行っています。 

 

② 実績 

     令和元年度は、実務者研修教員講習会実施届を 11 件受理しています。 

 

（４）医療的ケア教員講習会の実施届等の受理 

① 概要 

  介護福祉士養成施設（実務者養成施設含む）において、医療的ケアを教授する教員は、

厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の修了が必要な場合があります。講習会を

実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

東北厚生局では、当該講習会の実施届出等の受理を行っています。 

     

② 実績 

     令和元年度は、医療的ケア教員講習会実施届を 17 件受理しています。 

 

（５）その他 

 実務者研修認定研修の実施届出書について受理し、その実施予定をホームページ上で公表

しています。 

 ※令和元年度の実績はありません。 

 

 

 

 

 

（１）概要 

     障害者自立支援制度の円滑かつ適正な実施を図る観点から、管内の県、指定都市及び中核

市が行う障害福祉サービス事業者等の指定事務及び指導監査事務等に関する指導助言を行う

とともに、県の指導状況を確認するため市町村において実地検証を行っています。 

    

（２）実績                                                     （単位：件） 

 平成 27 年度 平成28年度 平成29年度 平成 30 年度 令和元年度 

実地指導 2 1 3 県、3市 2 県、3市 1 県、2市 

実地検証 2 1 0 0 0 

   ※平成 29年度より、指定都市、中核市は「実地指導」の扱い。 

 

 

 

 

  

11 障害者自立支援指導に関する業務 
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東北厚生局では、次の補助金等について、管内の交付決定等の執行業務を行っています。 

 

（１）施設整備に係る補助金等について 

補助金等名 交付目的及び主な対象施設等 交付件数及び交付額 

保健衛生施設等

施設・設備整備

費国庫補助金 

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

7条及び第19条の10及び感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律第62条に基

づく、都道府県等の医療機関等の施設及び設備

に要する経費の一部を補助し、地域住民の健康

増進並びに疾病の予防及び治療を行い、もって

公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

【施設整備】 

1.交付件数       4 件 

 

2.交付額   170,486 千円 

 

【設備整備】 

1.交付件数         41 件 

 

2.交付額    125,721 千円 

 

 

 

保健衛生施設等

災害復旧費国庫

補助金 

  

都道府県等が設置する保健所、市町村保健セ

ンター、精神科病院等の保健衛生施設等が暴風、

洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象によ

り被害を受けた災害復旧事業に要する経費の一

部を補助することにより、公衆衛生の向上に寄

与することを目的とする。 

 

 

1.交付件数          0 件 

 

2.交付額            - 円 

 

地域介護・福祉

空間整備等施設

整備交付金 

  

市町村が作成した先進的事業整備計画に基づ

く事業又は事務の実施に要する経費の一部に充

てるため、市町村に交付することにより、地域に

おける公的介護施設等の施設及び設備等の整備

事業を促進することを目的とする。 

 

○先進的事業整備計画分 

（主な対象事業） 

既存の小規模福祉施設等においてスプリンク

ラー設備等整備事業、認知症高齢者グループホ

ーム等における利用者等の安全確保の観点から

行う防災改修事業、既存高齢者施設等の防犯対

策及び安全対策を強化するために要する経費を

支援する事業 

 

 

1.交付件数      104 件 

 

2.交付額    425,011 千円 

12 各地方厚生局に委任された補助金の交付等に関する業務 
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次世代育成支援

対策施設整備交

付金 

  

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、

児童福祉施設等の新設、修理、改造、拡張又は防

犯対策強化等の整備に要する経費の一部を交付

することにより、次世代育成支援対策を推進す

ることを目的とする。 

（対象施設） 

児童相談所一時保護施設、助産施設、乳児院、

母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短

期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援セ

ンター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型

児童養育事業所、婦人相談所一時保護施設及び

婦人保護施設、子育て支援のための拠点施設 

 

 

1.交付件数        26 件 

 

2.交付額    408,495 千円 

 

保育所等整備交

付金 

  

保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する

経費、並びに防音壁の整備及び防音対策の強化

に係る整備に要する経費の一部を交付すること

により、保育所待機児童の解消を図ることを目

的とする。 

（対象施設） 

保育所、幼保連携型認定こども園等のうち保

育所機能部分、保育所分園 

 

 

1.交付件数       114 件 

 

2.交付額   6,644,014 千円 

 

社会福祉施設等

施設整備費国庫

補助金 

  

福祉各法等の規程に基づき、社会福祉法人等

が整備する施設整備（創設、増築、増改築、改築、

拡張、防犯対策の強化に係る大規模修繕等）に要

する経費の一部を補助することにより、施設入

所者等の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（対象施設） 

障害者（児）関連施設及び保護施設等 

 

 

1.交付件数         46 件 

 

2.交付額  1,728,002 千円 

 

社会福祉施設等

災害復旧費国庫

補助金 

 

  

福祉各法等の規程に基づき、社会福祉法人等

が整備した施設であって、暴風、洪水、高潮、地

震、その他の異常な自然現象により被害を受け

た施設の災害復旧事業に要する経費の一部を補

助することにより、災害の速やかな復旧を図り、

施設入所者等の福祉を確保することを目的とす

る。 

 

 

1.交付件数        11 件 

 

2.交付額      85,788 千円 
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（２）義務的経費に係る補助金等について 

補助金等名 交付目的及び主な対象施設等 交付件数及び交付額 

結核医療費国庫

負担金 

  

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別

区が行う入院患者（勧告又は措置等）に対する医

療に要する経費等の一部を負担することによ

り、結核の予防及び結核患者に対する適正な医

療の普及を図りもって公共の福祉の増進を図る

ことを目的とする。 

 

 

1.交付先     6 県・9 市 

 

2.交付額  120,019,873 円 

結核医療費国庫

補助金 

 

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別

区が行う一般患者に対する医療に要する経費等

の一部を補助することにより、結核の予防及び

結核患者に対する適正な医療の普及を図りもっ

て公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

1.交付先     6 県・9 市 

 

2.交付額  12,632,882 円 

原爆被爆者健康

診断費交付金 

  

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆

者の健康診断等に要する経費を交付することに

より、被爆者の健康の保持及び向上を図ること

を目的とする。 

 

 

1.交付先        6 県 

 

2.交付額   5,664,966 円 

原爆被爆者手当

交付金 

  

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆

者の医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保

健手当並びに原子爆弾小頭症手当及びその支給

事業に要する経費を交付することにより、被爆

者の受療の促進、健康の保持増進を図ることを

目的とする。 

 

 

1.交付先        6 県 

 

2.交付額  138,876,550 円 

 

 

原爆被爆者葬祭

料交付金 

 

 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆

者葬祭料及びその支給事業に要する経費を交付

することにより、被爆者の精神的不安を和らげ

ることを目的とする。 

 

 

1.交付先        6 県 

 

2.交付額   8,909,269 円 

 

児童扶養手当給

付費国庫負担金 

 

 

都道府県又は市等が行う児童扶養手当及びそ

の支給に要する経費の一部を負担することによ

り、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄

与し、もって児童福祉の増進を図ることを目的

とする。 

 

 

1.交付先     6 県 77 市 

 

2.交付額 15,387,011,392 円 
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特別児童扶養手

当事務取扱交付

金 

 

 

都道府県又は市等が行う特別児童扶養手当及

びその支給に係る事務の処理に必要な経費の一

部を交付することにより、精神又は身体に障害

を有する児童の福祉の増進を図ることを目的と

する。 

 

 

1.交付先  6 県 222 市町村 

 

2.交付額    91,551,996 円 

特別障害者手当

等給付費国庫負

担金 

 

都道府県又は市等が行う特別障害者手当、障

害児福祉手当等及びその支給に要する経費の一

部を負担することにより、精神又は身体に重度

の障害を有する者の福祉の増進を図ることを目

的とする。 

 

 

1.交付先     6 県 77 市 

 

2.交付額 3,043,559,331 円 

婦人保護費国庫

負担金及び国庫

補助金 

 

都道府県及び婦人相談所を設置する市が行う

婦人保護等に要する経費の一部を負担及び補助

することにより、要保護女子の保護更生等及び

配偶者からの暴力被害者である女性の保護等を

図ることを目的とする。 

 

 

1.交付先        6 県 

 

2.交付額   201,179,670円 

 

児童入所施設措

置費等国庫負担

金 

都道府県及び市等が行う児童福祉施設等の運

営等に係る経費の一部を負担することにより、

児童とその保護者の生活の保障及び児童の健や

かな育成を図ることを目的とする。 

 

1.交付先    6 県 60 市 

 

2.交付額 

（保護費）6,826,062,063 円 

（医療費） 125,491,887 円 
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（１）概要 

厚生労働省が所管する施設の災害復旧費については、管内の保健衛生施設等及び社会福祉

施設等に関する一部の事務が本省から地方厚生局に委任されています。 

 

（２）実績 

東日本大震災に係る調査（査定）のほか、次表のとおり令和元年度に発生した山形県沖地震

及び台風 19 号で被災した施設等の早期復旧に向け、調査（査定）を実施しました。 

 

令和元年度調査（査定）実施分  災害別・自治体別内訳                    （単位：件）  

名 称 発生年月 岩手県 宮城県 山形県 福島県 計 

東日本大震災 平成 23 年３月 0 1 0 1 2 

山形県沖地震 令和元年６月 0 0 5 0 5 

台風第１９号 令和元年 10 月 2 14 0 26 42 

 
 

 

 

（１）概要 

補助事業者等が、補助金等の交付を受けて取得した財産を、補助金等の交付の目的に反して

処分（目的外の使用、譲渡、交換、貸し付け、担保提供及び取り壊し）するに当たっては、あ

らかじめ各省各庁の長の承認を受ける必要があります。 

東北厚生局では、厚生労働省所管一般会計補助金等のうち、管内の社会福祉施設及び保健衛

生施設等に係る財産処分について、補助事業者等から提出される財産処分承認申請の承認を行

っています。また、承認した財産処分が完了した際の報告書を受理しています。 

 

（２）実績 

① 社会福祉施設等（承認）  

ア 承認事項                             （単位：件） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

 

処 

分 

の 

種 

類 

転  用 7  1  4   1  6 

無償譲渡 0  12  4  10  5 

有償譲渡 1  2  3  2  2 

交  換 0  0  0  0  0 

無償貸付 0  1  0  0  2 

有償貸付 0  0  1  0  1 

取り壊し 6  3  4  7  2 

廃  棄 4  0  2  3  2 

抵 当 権 9  3  5  4  11 

合  計 

(国庫納付あり) 

27  

(4) 

22  

(5) 

23  

(10) 

27  

 (2) 

31 

 (5) 

13 各地方厚生局に委任された災害復旧費に関する業務 

 

14 補助金等により取得した財産の処分に関する業務 
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    イ 包括承認事項                          （単位：件） 

 

② 保健衛生施設等  

 ア 承認事項                            （単位：件） 

 

    イ 包括承認事項                                                 （単位：件） 

 

 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

 

処 

分 

の 

種 

類 

転  用 27 41 15 42 15 

無償譲渡 14 10 8 18 2 

有償譲渡 0 0 0 0 0 

交  換 0 0 0 0 0 

無償貸付 14 4 0 3 0 

有償貸付 0 0 0 0 0 

取り壊し 9 3 5 1 0 

廃  棄 0 0 1 0 0 

抵 当 権 0 0 0 0 0 

合  計 64 58 29 64 26 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

 

処 

分 

の 

種 

類 

転  用 0 0  0  0 0 

無償譲渡 0 0  0  0 0 

有償譲渡 2 0  1  1 0 

交  換 0 0  0  0 0 

無償貸付 0 0  0  0 0 

有償貸付 0 0  1  0 1 

取り壊し 0 0  0  0 1 

廃  棄 0 0  0  0 0 

抵 当 権 0 1  0  0 0 

合  計 

(国庫納付あり) 

2  

(2) 

1  

(0) 

2  

(2) 

 1 

   (1)  

 2 

   (1)  

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

 

処 

分 

の 

種 

類 

転  用 7 3  0  0 6 

無償譲渡 0 0  0  1 0 

有償譲渡 0 0  0  0 0 

交  換 0 0  0  0 0 

無償貸付 0 0  2  0 0 

有償貸付 0 0  0  0 0 

取り壊し 0 0  1  2 0 

廃  棄 0 0  0  0 0 

抵 当 権 0 0  0  0 0 

合  計 7 3  3  3 6 
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（１）概要 

平成 28 年 7 月 1 日に施行した中小企業等経営強化法により、中小企業等は人材育成、コス

ト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための経営力向上計

画を作成し、事業分野別の主務大臣へ申請することにより、計画の認定を受けた事業者は、税

制や金融の支援措置を受けることが出来ます。 

東北厚生局では、管内の事業者からの申請の受付及び認定を行っております。 

 

（２）実績 

 
令和元年度 

申請数   164 件 

認定数     167 件 

  ※認定数には前年度申請（繰越）分を含む。 

 

15 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画認定業務 
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